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年金制度の
改正について❷❷ 今回は､前号に引き続き 2022 年 4 月 1 日より段階的に施行される「年金制度改

正法」を取り上げ､主な改正内容のうち､被用者保険 ( 厚生年金保険・健康保険 )

の適用拡大と確定拠出年金の加入可能要件の見直し等について解説します。

多様な就労を年金制度に反映させるため､2016 年 10 月から､特定適用事業所 (※1) で働くパート・アルバイト等の短時間労働

者が､一定の要件 (※2) を満たすことで､厚生年金保険・健康保険の被保険者となりました。

年金制度改正による適用要件の変更点をまとめていますので､早見表としてご活用ください。

今般の年金制度改正により､短時

間労働者の厚生年金保険･健康保

険の適用が更に拡大されます。

具体的には､特定適用事業所の範

囲が段階的に拡大され､2022 年

10 月からは､被保険者 ( 短時間労

働者を除く ) の総数が常時 100
人を超える事業所､2024 年 10

月からは､常時 50 人を超える事

業所となります。

また､2022 年 10 月からは短時間

労働者の適用要件である「雇用

期間が 1 年以上見込まれること」

が廃止され､通常の被保険者と同

様に「雇用期間が 2 カ月を超え

て見込まれること」になります。

この法改正により､短時間労働者の

方が厚生年金保険に加入すること

により､将来､老齢基礎年金に上乗

せする形で報酬比例の年金（老齢

厚生年金）が受け取れますし､障害

がある状態になった場合には､障害

基礎年金に加えて障害厚生年金を

受け取れます。

また､万一お亡くなりになった場合

には､ご遺族の方が遺族厚生年金を

受け取れます。

(※1) 特定適用事業所とは
　事業主が同一である一または二以上の適用事業所で､

　被保険者 ( 短時間労働者を除く )

　の総数が常時 500 人を超える事業所

(※2) 短時間労働者が被保険者となる一定の要件とは
　　●週の所定労働時間が 20 時間以上であること

　　●雇用期間が 1 年以上見込まれること

　　●賃金の月額が 88,000 円以上であること

　　●学生でないこと

❶ 被用者保険 ( 厚生年金保険・健康保険 ) の適用拡大

社会保険の適用拡大のイメージ
「社会保険適用拡大ガイドブック｣ 厚生労働省／日本年金機構より
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今年 10 月 1 日から短時間労働者の被用者保険の適用対象となる
事業所様におかれましては、被用者保険の加入要件を満たす短時
間労働者の方々に早めにご説明する等の準備をお願いします。

社内準備の進め方につきましては、厚生労働省「社会保険適用ガ

イドブック」が参考になりますので、P4～P8をご覧ください。

確定拠出年金（以下「DC」という）は、基礎年金や厚生年金等の公的年金に上乗せして、拠出された掛金とその運用収益と

の合計額をもとに、将来の給付額が決定する年金制度です。掛金を事業主が拠出する企業型DCと、加入者自身が拠出する

個人型DC（iDeCo）があります。詳しくは、厚生労働省のWebサイトをご覧ください。

より多くの企業や個人が確定拠出年金制度を活用して、高齢期の経済基盤を充実できるよう、今回の公的年金制度改正にあ

わせて、以下の改正が行われます。

このように、今回の改正でますます利用の選択肢が

広がった企業型DCと iDeCoについて、それらの魅

力を知ってご自身の豊かな老後のためにうまく役立

てていただきたいと思います。

ヒューマン・プライムでは、毎月、確定拠出年金の基礎から

導入まで、今さら聞けない仕組みをわかりやすく解説する無

料セミナーを開催していますので、ぜひ企業型DCや iDeCo

の魅力を知る機会にご利用いただければ幸いです。

セミナーの詳細は、「総合型401k倶楽部」のサイトからご確

認ください。

❷ 確定拠出年金の加入可能要件の見直し等

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.files/jigyounusiri-huretto.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/gaiyou.html
https://dc.humanprime.co.jp/

